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全国35,000店でご利用頂けます
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特集　2024 年度第一回 JF ブロック協議会 外食産業経営セミナー
講演　久志本京子新会長

JF TOPICS（協会活動報告）
常任役員会（7月3日）

労務委員会（7月10日）

トレーナーズ・トレーニングセミナー（落合講師）（7月12日）

行財政対策特別委員会（7月24日）　

協会創立50周年記念事業第2回特別委員会（7月30日）

広報調査委員会（8月2日）

食材調達・開発等委員会（8月21日）

市場動向　６月度・７月度

インフォメーション
外食産業店舗マネジメント研修　基礎編（９月11日）・発展編（11月８日）

新入社員フォローアップ研修（10月4日）

新規会員　株式会社 ApplyNow／株式会社ウィルオブ・ワーク

目次

われわれの誓い
食とホスピタリティを通し、お客様とともに喜びを分かち合うこと、
それがわれわれの原点です。

1. お客様に満足していただけるよう、ホスピタリティの向上に努めます。

2. お客様に安心していただけるよう、安全で健康的な食の提供に努めます。

3. 食と農の連携により、潤いのある食生活への貢献と内外に向けた日本の食文化  

 の普及に努めます。

4. 地球温暖化の防止など、環境問題への積極的な取り組みに努めます。

5. 社会の一員として、雇用の創造と地域社会の発展に努めます。
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会員の皆様、２年間ご支援ご協力そしてご理解をい

ただき、厚く御礼申し上げます。

就任時に掲げたJFのビジョン――⑴ 開かれた協会、　

⑵ 全員参加の協会、⑶ 行動・挑戦する協会、⑷ 頼り

になる協会――の実現を目指し鋭意努めてまいりまし

たが、志半ば道半ばで忸
じ く じ

怩たるものがあります。特に

JF（およびそのグループ組織）の活動や社会的価値を

会員諸氏および業界内外に充分にお伝えできなかった

のが心残りです。

一年目はマスク着用のウィズコロナからアフターコ

ロナへの過渡期で、社会情勢、事業環境の大きな変化

の流れに適応しながら何とか荒波を凌いでいくのが精

一杯でした。ガイドラインの度重なる修正、マスク対

応、Go To Eat やインバウンド再開等の消費喚起策

の要請、雇用調整・事業再構築等種々の助成金、光熱費・

小麦・肥料補助金の延長・拡充、ゼロゼロ融資借換推

進の要請などなど、対応に明け暮れる緊張ある日々で

した。

二年目には５月以降の社会経済活動の正常化に伴

い、人流も戻り、インバウンド復活、ペントアップ需

要に支えられ、外食市場はしなやかな回復となりまし

た。JF の各種イベント、セミナー、ブロック協議会

そして要の各委員会も本来の姿となり、フルに活性化

し相応の成果が得られたと思います。店舗での SNS

の迷惑行為には再発防止に向けて断固たる対応を警察

庁長官に要請しました。クレジットカードの手数料削

減、年収の壁対応、外国人材の戦力化についても突破

口を開くことができました。

しかし業界は依然として課題山積で厳しい事業環境

が続いています。客数の未回復、価格転嫁が不可避の

コスト上昇、人手不足、さらには食品ロスの削減、廃

棄物の再資源化など SDSs への対応、数え上げれば切

りがありません。中には、行動変容するお客様のイン

サイトを的確に把握し、メニュー・営業時間・業態・

立地の変更など柔軟に対応し、付加価値をアピールし

て価格転嫁を奏功させ、好調な会員社も多くあります。

高齢者・女性の活躍推進、働きやすい職場環境づくり、

すきま時間対応のシフト管理と営業時間の短縮、定休

日の設定なども行われるようになりました。

今後はさらに店長頼みではなく経営幹部が現場従業

員を大切に思う気持ちが形に表れ、従業員満足度の高

い魅力的な職場、地域と共生する店舗であることを社

会に発信できればと思います。イノベーションで課題

解決に挑み、ビジネスモデルを変革することにより、

外食産業の社会的地位がますます高まっていくよう、

心より祈念しております。

協 会 前 会 長

近 藤　正 樹
JF 創立 50 周年記念事業
特別委員会委員長

在任２年間を振り返って
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2024 年度第一回 JF ブロック協議会

外 食 産 業 経 営 セ ミ ナ ー

特 集

今年度第一回 JF ブロック協議会では、この 5 月に新会長（第 21 代）に就任した久志本京子氏が全国

７ブロックにて外食産業経営セミナーの講師を務める。以下では、すでに第一弾として７月 25 日に開

催された中四国ブロック協議会（岡山県岡山市 ANA クラウンプラザホテル岡山）での久志本新会長の

講演の要旨を紹介したい。

株式会社アールディーシーの概要�

当社アールディーシー（RDC）は私の兄で歯科医の
大島敏が 37 年前に埼玉県熊谷市で立ち上げた有限会社
RDC を起源とする。RDC とは、兄の職業と父の不動
産業の頭文字（Real Estate/Dentist/Company）をとっ
たものだ。その後、分社や M ＆ A、分割等々を繰り返し、
2008 年にホールディングス化し、管理統括会社として
傘下の事業会社と繋がっている。2011 年以降の RDC
は “Reasonable/Delicious/for Customers” の頭文字
を表す。

企 業 理 念 は、 兄 が 20 年 ほ ど 前 に 考 え た “Good 
Person/Good Company” という理念を発展させて
“Good Person/Good Company/Good Future” とし
た。カリスマ社長の兄亡き後、採用担当者や店舗サポー
トチームの責任者等が集まり、これから当社が歩んでい
く道を再構築しようと、１年間をかけて企業理念を見
直し、私たちが向かっていく未来を表す Good Future
を加え、2012 年に “Good Person/Good Company/
Good Future” という新しい企業理念を決定した。各職
場の毎朝の朝礼では、「私たちは素晴らしい人、素晴ら
しい仲間、素晴らしい未来を目指します」と言ってこの
企業理念を唱和している。

売上高は 2024 年２月期で約 380 億円、社員は約

RDCの経営戦略～日本の食文化を世界へ
久志本京子 協会会長（株式会社アールディーシー会長）

1000 人、パート・アルバイトが約 9000 人、合わせて
約１万人になる。現在の店舗数は 250 店舗余りで、主
要業態は「がってん寿司」と「函太郎」というブランド
の回転寿司が店舗全体の 3 分の 2 を占める。一時は海
外も含めて 300 店舗近くあったが、コロナ禍で夜の居
酒屋業態の店など 50 店舗ほどを閉鎖した。

創業社長の兄を『代表』と呼んでいた私たちは、代表
亡き後も、代表はいつも何と言っていたか、我が社が目
指すものは何かを話し合った。その頃、財務責任者であっ
た私は、バランスシートを読むことや銀行対応は得意と
していたが、社員と一緒に前へ進んで新しい方向性を決
める際には、代表は何を見ていたかを皆と思い起こすと
ころからスタートし、そこから『手の届く贅沢の追及』、

『食のパイオニアであり続ける』、『日本の食文化を世界
に広める』という『３つの約束』を作成した。

ＲＲＤＤＣＣ企企業業理理念念
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３つの約束�

(1) 手の届く贅沢の追及
『手の届く』とは、高すぎず安すぎずリーズナブルな
価格で、ハレの日に食べに行きたくなるような料理を、
各店舗でしっかり手作りして、お客様に本物志向の料
理を届けることだ。『贅沢の追及』とは、手作りのお
いしい料理を提供する非日常空間を演出し、「手作り
の味は人を幸せにする」という創業の精神に基づいて、
マニュアルに対応しながら同時にプラスアルファで良
かれと思ったことを実行することだ。さらに、兄が創
業当時に決定した「がってん承知」という返事の仕方
を全社で共有した。

(2) 食のパイオニアであり続ける
現状に満足せず、常に新しいことへのチャレンジをし
ていく。伝統を尊重しながらも、それに縛られず、変
化に対応してイノベーションを続けていかなければ、
成長はない。

(3) 日本の食文化を世界に広める
外食産業の回転寿司業界は 60 年という歴史があるが、
我が社はまだまだ 37 年と、いわば新参者である。そ
んな会社が外食産業の中で成長していくには、ブルー
オーシャンである海外に、日本で培った素晴らしい食
文化を広めていくことである。

また、共働き世帯が増えていくほど、食文化の担い
手としての外食産業の責任や役割も大きく変わってい
く。日本には各地方で培われてきたおせち料理、お雑
煮、煮物など、日本の食文化として残さなければなら
ない伝統食や行事食がある。外食産業の役割は、家事
に手間をかけるのがなかなか厳しい働く人にとって代
わって、家族の外食や職場のランチのような日常食に
プラスして、行事食や食文化を伝えることは、外食産
業の大きな役割なのではないかと思う。

さらに、日本の食材や日本で使われている漆器など、
日本の国で育まれた食文化に関わる物や技術の輸出
を、日本の農業と外食産業とのコラボレーションによ
り促進していくことは素晴らしいことだ。

そして、おもてなしの心も日本の食文化を世界に広
める上で重要である。当社が 16 年前、上海に１号店
を出店したときは、現地スタッフに身だしなみや挨拶
を教えるのに非常に苦労した。初めは日本から行った
日本人の職人だけでも日本の心を伝えようと一生懸命

努力したが、現地スタッフにはなかなか浸透しなかっ
た。そこで改めて基本に戻り、教育し直すことにした
結果、身だしなみを整えた従業員たちがエントランス
に出て来て、お客様の呼び込みを行っていた。おもて
なしの心は、ちゃんと教えれば伝わるということを実
感した出来事である。

創業の想い�

兄は標語を作るのがとても上手な人で、店長会議では
毎月標語を掲げていた。当社ハンドブックにも、「手作
りの味が人を幸せにする」「従業員一人ひとりの顔が見
える」「夢に日付を（個人の目標設定）」「歓んで喜ばす」

「思えば叶う」といった創業者の言葉が出てくる。
2003 年には「10 の種まき」が掲げられた。すなわち、

①社員のれん分け、②ホスピタリティーの育成、③３つ
以上の新業態開発、④目に見えるキャリアプラン、⑤東
京 23 区内出店、⑥会社を通じてボランティア、⑦稼げ
る本部、⑧ M&A、⑨スクラップアンドビルド、そして
⑩海外への道である。これらは全てすでに実行に移され
ている。

グループ経営と現実の課題�

2008 年にホールディングス化した後は、従業員一人
一人の顔が見える規模の会社を作り、それぞれの意見を
吸い上げるようにしていった。グループ経営の目指すも
のは、従業員一人一人の顔が見られること、一つ一つの
会社の情報伝達にスピード感があること、フットワーク
の良さがあること、業態ごとの一体感があることだ。
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ただ、良いことばかりではない。とんかつの店は夏は暑
く、調理場ではマスクを付けていられない。一方、寿司
は冷たいものを扱い、生で食べるものだからマスクは必
須である。そのため、横の繋がりが希薄化し、「手の届
く贅沢の追求」の過程で各社の社長に認識の違いが生じ、
同じ標語を唱えているのに社員には曲がって伝わってし
まうこともある。各社の感じ方の違いで、情報伝達が間
違ってしまうという課題が残る。

また M&A の推進による弊害も見えてきた。M&A で
会社の規模は大きくなり、仲間も増え、モチベーション
も上がるが、それぞれ歴史のある会社が一緒になるわけ
で、企業理念の統一に時間がかかる。違和感を抱く従業
員もいるかもしれない。変化に対してなかなか前向きに
考えられない人もいる。社長の交代でモチベーションが
低下するということもある。

私たちは 36 年間で 1 店舗から 250 店舗にまで急成
長を遂げてきたが、そうすると人材育成が間に合わな
い。最初は一品ずつ職人の技で魚をさばいて出していた
が、なかなか技術が育たない、仕入れの肉の善し悪しが
見分けられないといった課題・問題に加えて、「物流の
2024 年問題」という大きな問題も起きている。

事業承継の推進�

こうした中で、私は兄から継いだものを兄の長男であ
る現社長に明け渡していくことを自分の役割として、目
標を持ってやってきた。10 年という期間を定めて、こ
の間に何をやり何を目標にし何を引き継いでいくかを設
定した。一番大事なことは、兄が従業員と長男に伝えら
れなかった創業の精神をどう伝えていくかである。創
業者は求心力のあるカリスマ社長だったが、私が受け継
いで求心力がだんだん薄まっていくと、企業の分解が始
まってしまうのではないか、同じ方向を向かずに多く
のブランド価値を棄損してしまうのではないかと心配し
た。そこで経営者としての求心力を高めていくことも、
私の役割としてやってきたつもりである。

私は自分一人で全てをできないと考え、得意な人に得
意なところを担当してもらうという権限委譲に踏み切っ
た。私のできることは、主婦としての目線をどう事業に
生かしていくかであった。毎月のメニュー会議、商品開
発会議では、お客様と同じ立ち位置でどう商品開発に携
わるかの視点を大事にし、できるだけ消費者の目線で率

直にいろんな意見を伝えるようにしてきた。また、DX
や AI など苦手な部分は若い役員たちの考えを尊重しな
がら、深刻な人手不足の現状では機械化やシステム化を
取り入れなければならないことの大事さを感じ、イノ
ベーションに努力してきた。

こうした問題点を踏まえて、当社が何を中心に求心力
を高め事業継承しながら、さらなる成長を目指している
かをお話したい。

パーパスの共有�

まずパーパスを共有するために、社内報やハンドブッ
クの作成、店長会議、社員総会、昇格研修、報奨旅行、
社員旅行、各種研修を実施している。宿泊研修では、全
店長・全社員を集めてグループディスカッションを推し
進めるために、ホテル形式の宿泊研修施設を自社で完備
した。また、社内報は 2011 年から直近の 2024 年６月
まで 2 カ月に一度発行している。ハンドブック「Gold 
Standard」はリッツカールトンのクレド（行動指針）を
見本に、従業員一人一人が常に持ち歩くようにし、朝礼
で唱和するようにしている。若い人たちを中心に３年前
からやっているグループ戦略会議は、宿泊研修施設に宿
泊して、私たちの存在意義、パーパス、これから会社を
どうしたいかなどを夜遅くまでディスカッションした上
で発表する。

⚫ 7 月 25 日（木）中四国ブロック協議会 
ANAクラウンプラザホテル岡山 19階「宙(そら)」

⚫ 7 月 26 日（金）九州ブロック協議会 
八仙閣本店　6 階「紫扇 ( しせん )」

⚫ 8 月 27 日（火）東海ブロック協議会 
プライムセントラルタワー名古屋駅前店 13 階

⚫ 8 月 28 日（水）東北ブロック協議会 
TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 
カンファレンスルーム８Ｇ

（以上 9 月 6 日現在実施済み）

⚪ 9 月 18 日（水）北越ブロック協議会 
ホテル金沢 4 階　エメラルド

⚪ 9 月 19 日（木）近畿ブロック協議会	  
TKP ガーデンシティ新大阪バンケット 6B 

⚪ 9 月 25 日（水）北海道ブロック協議会 
札幌 ACU 大研修室 1606 号室

《第 1 回ブロック協議会 14：00－16：00開催》

2024 年度第一回 JFブロック協議会

外 食 産 業 経 営 セ ミ ナ ー特 集
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今後の外食産業の課題�

外食産業の最重要課題は人材不足だ。先日、JF 定時
総会でも（一社）人口減少対策総合研究所の河合雅司理
事長に講演していただいたが、日本の人口減少は、単に
人口が減少するだけではなく、若い人の数が減少してい
く。地域によっては人口は横ばいで減っていない地域も
あるが、それは高齢者の割合が増え、平均年齢がどんど
ん高くなることで、いつかは人口減少に拍車がかかる。
今、外食産業にとって大きな課題は働き手の確保だと痛
感している。先月宿泊した北海道のホテルでは、スタッ
フはほとんどがアジアの人で日本語は片言、ベトナムや
ミャンマーなどいろいろな国の出身である。

人材不足への対応�

人材不足への対応は、女性の活躍の場をいかに広げる
かに関係する。女性は出産、子育てなどで思うように働
けない時期があるが、わりと幅広くいろいろなことを同
時進行できる能力が高いと思う。弊社の女性スタッフも
出産育児を乗り越えて、正社員として役職者として働い
ている。重要なのは、どうやって会社として支えていけ
るかだと思う。お店の店舗設計の改革から始めなくては
ならない。安心して着替えや休憩ができるようなバック
ヤードの充実、コミュニケーションが図れるキッチンな
どが重要なのではないかと考える。

また、外国人財の活躍も欠かせない。当社にも数十名
の外国人従業員がいるが、お互いの文化の違いは尊重し
合わなくてはいけない。しかし、しっかりと日本の文化
の教育もしなければならない。さらに、彼らが将来の目
標設定を明確にし活躍できる場を用意することも、外国
人財の活躍に不可欠である。

日本の平均年齢は 50 歳に近い。30 年前に私がまだ
当社のパートとして働いていた頃の平均年齢は 27 歳
だったが、今は 40 歳近くで、会社の成長とともに平均
年齢が高くなっている。やはり若い人たちが働けるよう
な環境づくりと、海外の人財の活用は、重要な課題になっ
てくるのではないか。日本を好きになってもらい、日本
の食文化をはじめとする文化を自国に持って帰っていた
だくという意味でも、外国人材の活躍というのは非常に
重要だ。

海外の日本食レストラン�

外食産業として、日本の食文化をいかに海外に発信
していくかが、今後ますます重要になっていく。海外
の日本食レストランの数は、2021 年の約 15.9 万店か
ら 2023 年には約２割増しの約 18.7 万店となっている。
日本食への期待は高まっており、地域別では中国・韓国・
台湾などのアジアと北米地域の店舗数が上位に来る。

当社もアメリカに 10 店舗ほど出店したことがあるが、
コロナ禍に入って全て売却あるいは閉鎖した。このとき
一番感じたのが文化の違い、労働に対する考え方の違い
だ。自身の時間は１分単位で大切にして働くスタッフが
多い。日本での双方向的な考え方は通じない。今は台湾、
フィリピン、韓国で成功しているが、韓国は韓国人の役
員、台湾は台湾の FC 会社、フィリピンもフィリピンの
FC 会社にやっていただいている。海外、特にアジア、
アメリカに出店する場合には、現地の状況を熟知し、現
地の文化を理解し、さらに日本の食に対する理解がある
現地担当者を選ぶことが、成功の秘訣かなとこの十数年
で感じている。

おわりに�

今年、協会は創立 50 周年を迎える。私も協会の理事
になってからいろいろなことを勉強させていただいてい
る。例えば外国人の活用については、採用試験制度、技
能実習生の資格など、協会はいろいろな情報を発信して
いる。各種事業活動についての情報は、JF ホームペー
ジをはじめとする発信媒体、あるいは本日のような研修
会、先日行われた紅麹に関する勉強会など、いろいろな
形で発信されているので、ぜひ興味を持っていただき、
ご活用いただければと思う。

海外情報については、JRO（NPO 法人　日本食レス
トラン海外普及推進機構）からも様々な情報が提供され
ている。先日の JRO 総会でも、パネルディスカッショ
ンで香港の代表から現地の物流のリアルな話を聴くこと
ができ、とても参考になった。

外国人財の活用に関しては、３月に外食業の特定技能
二号試験が実施された。こうした外国人材活用制度につ
いて、協会は皆様からのご意見をまとめて、改革の要望
を官公庁に訴えかけていきたい。
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常任役員会／理事会　
７月３日　JF センター会議室

【常任役員会】
理事会で報告・審議される事項について事務局より説

明がなされた後、今後の協会活動等について意見が交わ
された。

【行政との懇談会】
農林水産省外食・食文化課の五十嵐麻衣子課長より、

最近の外食産業に関わる行政の取り組みについて説明が
あった。以下は項目別に JF の視点から解釈した説明の
概要である。
◇技能実習制度

ＪＦは 6 月 17 日に開催された厚労省の技能実習評価
試験の整備に関する専門家会議において、「技能実習
制度」が外食店舗にも適用されるよう外食業を追加職
種として申請するための資料の概要を説明した。農水
省は、外食業の職種追加の必要性は否定できないので、
委員から提示された質問への対応を次回の専門家会議
に向けて整理していく。

◇価格交渉促進月間フォローアップ調査の結果
中小企業庁は、毎年９月と３月を価格交渉促進月間と
し、中小企業等が発注企業にどの程度価格を転嫁でき
たかを把握するためのアンケート調査を実施してい
る。3 月調査の結果では、価格交渉が行われた企業の
割合は 59.4％、価格交渉を経て価格転嫁ができた割
合は 46.1% であった。「飲食サービス」業種の「価格
交渉」実施状況は業種別ランキングで 6 位、「価格転
嫁」実施状況の業種別ランキングでも 4 位と上位だっ
た一方で、転嫁できた企業とできない企業の 2 極化の
兆しもある。また、初めての調査項目として「労務費」
に言及した「価格交渉」の状況や、正当な理由のない
原価低減要請等により代金減額があったかどうかも盛
り込まれた。

今後の価格転嫁・取引適正化対策の予定は、8 月上
旬を目途に、発注企業の価格交渉・価格転嫁を評価し
た企業一覧を公表し、評価が芳しくない企業の経営
トップには所管大臣名による指導・助言が行われる。

◇物流総合効率化法の改正
5 月 15 日に公布された改正物流総合効率化法により、
荷主・物流事業者には物流効率化のための措置に取り

組むという努力義務が課されることになる。国は今
後、荷待ち時間や荷役時間の短縮、積載率の向上など
に対する業者の取り組みを判断する基準を策定する予
定で、この判断基準に基づき、努力義務の実施状況が
芳しくない事業者には指導・助言、調査・公表を実施
する。一定規模以上の特定事業者に該当する企業には、
中長期計画の作成、定期報告等を義務付け、計画の実
施状況が不十分な場合には勧告や命令を出す。また、
特定事業者に該当する荷主には物流統括管理者の選任
を義務付ける。国交省、経産省、農水省は 3 省合同
会議を立ち上げて、改正物流効率化法に基づく基本方
針、判断基準、指定基準等の策定を進めている。今後
のスケジュールは、2025 年度から努力義務の施行開
始、2026 年度から特定事業者が講ずべき措置の施行
開始、2027 年度から法令に基づく定期報告の提出開
始などが予定されている。

◇プラスチック汚染対策の取り組み
2019 年の G20 大阪サミットで日本は 2050 年まで
に海洋プラスチックごみによる追加的汚染ゼロを目指
す「大阪ブルーオーシャン・ビジョン」を提唱した。
2023 年の G ７広島サミットでは、これを 10 年前倒
しして 2040 年までにプラスチック汚染を終わらせる
対策を進めていくことを確認した。現在、政府間交渉
委員会（INC）では国際プラスチック条約の制定に向
けて具体的な交渉が進んでおり、主要義務規定の一つ
として容器包装の原料となる 1 次プラスチックポリ
マーに関する規制などが議論されている。日本は一律
にプラスチックの生産を制限するのではなく、生産か
ら廃棄物管理に至るまでライフサイクル全体での取り
組みを主張している。まだ議論が整理されていないの
で、2024 年度末時点では枠組みだけの合意になるこ
とが推測されており、仮に条約が合意されても、実際
に発効するまでに相当な時間を要する。

◇環境配慮等の取組補助金制度などについて
政府は外食中食産業持続的発展対策事業として、飲食
店等で高齢者や障がい者など食事にハンディキャップ
を抱える方への配慮づくりや環境配慮の取り組みに対
する補助事業を実施している。

【理事会】
以下の事項について報告、審議が行われた。

1 新規会員申し込み
2 令和６年度事業
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協会活動報告
3 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

政府は短時間労働者の厚生年金の企業規模条件（現行
101 人以上、2024 年 10 月～従業員 51 人以上）を
撤廃する方針を固めた。また、業種要件も撤廃する方
向にある。一方、雇用保険制度は 2028 年 10 月から
週 10 時間以上 20 時間未満の労働者にも適用される。
社会保険の適用拡大は事業者の保険料負担が増えるだ
けでなく、適用を避ける労働者が労働時間を調整する
など、業界全体に大きな影響を及ぼすことから、不合
理な制度設計とならないよう議論を注視していく。

4 カスハラ問題
外食店舗では来店者はすべて「お客様」としてお迎え
しているが、最近の外食店舗で起きている悪質なク
レーム・不当要求問題は現場の生産性を低下させる要
因の一つとなっている。消費者志向の経営は重要だが、
正当性に欠けた迎合は不健全な消費者群を助長させ、
健全な企業活動を妨げる。不当要求は不当・過剰・法
外な要求であり、金銭的、時間的、精神的にもロスし
か生まれず、生産性低下を招く。こうした中で、５月
14 日に自民党、そして 5 月 24 日に公明党から、カ
スハラ対策について提言が出された。そこでは事業者
が従業員の相談に応じる体制整備など、雇用管理上の
事業主責任の観点からの対策や、従業員の顧客対応
に関する研修の強化などについて触れている。ＪＦは
サービスする側、受ける側が共に尊重される社会を目
指し、関係委員会においてもこの問題を議論していく。

5 キャンセル料について
ＪＦは６月 26 日に消費者庁の「解約料の実態に関す
る研究会」に出席し、無断キャンセルなど飲食店の現
場で起きている実態を訴えた。

6 電気・ガス料金の負担軽減措置について
政府は６月 21 日に電気・ガス料金の負担軽減措置を
８月使用分から３カ月の間、再開することを発表した。
事業者にとって電気料金の負担は非常に大きいため、
ＪＦは当面の間は恒常的な負担軽減措置を要望してい
きたい。

7 政府の骨太方針と外食産業の関わり
6 月 21 日発表の政府の骨太方針に盛り込まれた以下
の事項に関して、政府の動きを注視しながら理事会お
よび関係委員会で具体的な対応を協議していく。

〇人手不足への対応：人手不足感が高まっている飲食業
で AI、ロボット等の自動化技術の利用を拡大するた

め、業界団体による自主行動計画の策定を促す。
〇外国人材の受け入れ：育成就労制度については、必要

な体制整備や受け入れ見込み数、対象分野の設定、監
理支援機関等の要件厳格化に関する方針の具体化に着
手する。特定技能制度については、受入企業と地方公
共団体との連携強化などの適正化を図る。

〇安全安心で心豊かな国民生活の実現：カスタマーハラ
スメントを含む職場におけるハラスメントに対しては
法的措置も視野に入れ、対策を強化する。

〇働き方に中立的な年金制度の構築等：勤労者皆保険の
実現のため、企業規模要件の撤廃をはじめ短時間労働
者への被用者保険適用拡大を徹底させ、常時 5 人以
上使用の個人事業所に対する非適用の解消等について
も結論を出し、労働者がいわゆる「年収の壁」を意識
せずに働けるよう、「年収の壁・支援強化パッケージ」
の活用を促進し、制度の見直しに取り組む。

8 物流の 2024 年問題について
9 JF 創立 50 周年記念事業について

 創立 35 周年で策定したＪＦ綱領の見直し等について
審議を進めている。そのほかの記念事業については、
7 月 30 日に第二回目となる 50 周年記念事業特別委
員会で具体的な取り組みの検討を進める。

⓾ 東京都の物価高騰対策くらし応援事業
東京都は非課税世帯を対象にジェフグルメカード等の
金券を 1 人 1 万円配布している。これを機にジェフ
グルメカード未加盟の会員に対して加盟を呼びかけて
いく。

⓫ 適正取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた     
自主行動計画
昨年 10 月に JF が制定した「適正取引の推進と生産
性付加価値向上に向けた自主行動計画」に、「労務費
上昇分を適切に転嫁できるように協議する」などの文
言を盛り込む。

⓬ 外食産業の食品ロス削減への取り組み
政府は、2019（令和元）年制定の「食品ロスの削減
の推進に関する法律」に基づき、基本方針として食品
ロス量を 2030 年度までに 2000 年度（外食産業を含
む事業系 547 万トン、家庭系 433 万トン　計 980 万
トン）の半分にする目標を打ちだした。農水省は 6 月
21 日、2022（令和 4）年度の事業系食品ロス量の推
計値が 236 万トンと、2000 年度比ですでに半減以下
となり、事業系食品ロス削減目標を達成したと公表し
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労務委員会
７月 10 日　JF センター会議室

肥田木康正委員長ほか 20 名出席

肥田木委員長の開会挨拶後、以下の議題が取り上げら
れ事務局より近況が報告された。

1. 短時間労働者に対する雇用保険・社会保険のさらなる
適用拡大
近藤正樹協会会長（当時）は去る４月 15 日、短時間

労働者に対する社会保険のさらなる適用拡大を検討して
いる厚生労働省から業界ヒアリングの要請を受け、「働
き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関
する懇談会」に出席し、外食団体としての協会の意見を
述べた。

厚労省はこの業界ヒアリングを踏まえて論点整理を
し、６月 11 日に以下のように公表した。
〇短時間労働者の現行適用基準（週 20 時間）の引き下

げは慎重にすべき。
〇月額賃金 8.8 万円の引き下げは、国民年金保険料との

関係が整理されていない状況では実現が難しい。
〇学生除外要件については、現状維持（適用除外）が望

ましい。
〇企業規模要件（2024 年 10 月より 50 人超が対象）

については、撤廃の方向であるべき。

企業規模要件の撤廃については、飲食業界には当協会
の会員ではない個人・中小の飲食店が圧倒的に多いこと
から、協会は業界全体への影響を考慮した慎重な議論と
配慮が必要であると考えている。

２．外国人材の戦力化―育成就労制度について—
６月 14 日、外国人の技能実習制度を廃止して新たに

た。一方、廃棄されている食品のうち未利用食品等の
食べられる食品は、外食段階で約 20 万トンと推計さ
れている。外食産業の食品ロス削減は環境問題の取り
組みとして引き続き重要なテーマであることから、政
府の食品ロス削減推進会議の委員として肥田木康正副
会長が参加している。７月２日にも岸田総理出席のも
と食品ロス削減推進会議が開催され、肥田木副会長が
外食産業の立場から意見を述べた。

育成就労制度を創設するための関連法案が成立した。こ
の育成就労制度は人材の育成と確保に主眼を置き、これ
までの技能実習制度の目的であった技能習得と技術移転
から大きく転換し、原則３年間で特定技能１号の水準に
なるような人材育成を目指している。

外食産業の場合、工場やセントラルキッチンは「製造
業」として技能実習制度の対象となっているが、接客・
サービスを伴う店舗業務はまだ技能実習制度の対象業種
となっていない。技能実習制度と特定技能制度の両方の
適用対象になれば、2027 年施行予定の育成就労制度にス
ムーズに移行できると考えられるため、協会は店舗業務
が技能実習制度の追加職種とされるよう取り組んでいる。

職種の追加審査は厚労省の「技能実習評価試験の整備
に関する専門家会議」で行われている。6 月 17 日の第
78 回会議において、協会は技能実習制度の目的に沿う
よう、「日本国内では店舗で接客・衛生管理・調理技術
を習得し、母国に戻った際には即戦力として働ける」よ
うな人材を育てるという説明をした。なお、同会議は今
後も開催されるので、協会は継続して職種追加の要求に
取り組んでいきたい。

３．創立 50 周年記念事業
10 月 30 日の協会創立 50 周年記念式典に向けて、　

現在、50 周年記念事業特別委員会を組織し、各委員会
と一体となった記念事業の実施に取り組んでいる。創立
40 周年時の労務委員会では広報調査委員会と連携して
社員表彰を実施した。外食産業が多様な人材で支えられ
ていることに焦点を当て、「わが社の No.1」という切
り口で、会員各社からパート・アルバイトを含めて優秀
な人を推薦してもらい、表彰した。創立 50 周年の今年
もこうした従業員表彰に取り組んでいきたい。

４. 外食各社の最近の労務管理課題（後述の各社の状況・
意見を参照）

以上の議題について委員会出席者からは次のような意
見が寄せられた。

〈短時間労働者に対する雇用保険・社会保険の適用拡大〉

⚫第３号被保険者制度を見直す動きが見られない。この
制度が維持されている限り、この問題が解決されるこ
とはない。社会保険料を負担することなく、配偶者の
扶養になっていれば将来年金が受給できる制度は、第
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１号被保険者からすれば不公平である。政府がここに
手をつけられないのが問題である。

⚫「多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方に関す
る懇談会」の論点整理では、複数の事業所に勤務する
従業員の状況を事業所側が把握するのは困難であると
いう意見があることを確認しているが、厚労省はこう
したダブルワーカーの勤務実態をどのように捕捉して
いくつもりなのか。

⚫「年収の壁・支援強化パッケージ」策は使い勝手が悪
く、公平性に欠く内容のため、政府は運用を見直すべ
きである。

⚫学生が本業の学問に集中するためにも、手取り賃金が
減る社会保険の適用対象とすべきではない。

〈外国人材の戦力化について〉

⚫在留資格「特定技能 1 号」の取得には日本語能力試
験の N4 レベル以上が必須条件で、当社もそのレベル
を採用基準にしていたが、実際にはそれよりも上位の
N2 レベル以上の日本語能力がないと接客業務は難し
いため、採用基準を N2 レベル以上に変更した。N4
レベル合格で採用した既存社員には、N2 以上を目指
すようインセンティブを用意した。

⚫当社で外国人を採用すると行政手続きなどに１人あた
り数十万円の経費がかかる。

⚫特定技能の在留資格で採用する外国人は、手続きの関
係上、試用期間を設定することが難しい。

⚫ある国から数十名の外国人を一斉に採用し、居住用の
アパートを一括して借り上げたが、風紀上の問題が生
じた。キャリアプランの設計も課題になっている。

⚫年金脱退一時金が適用される被保険者期間が上限５年
のため、５年を経過すると一度離職して母国に帰国し

てしまう外国人が多い。
⚫日本で働く外国人の賃金が高かったのは過去のこと

で、これからは年を追うごとに労働者として来日して
もらうことが困難になるだろう。

⚫特定技能２号の第１回技能測定試験の合格率は外食業
で 47.1% だった。国は外食業分野での受入見込数を
令和６年度から向こう５年間で最大５万 3000 人とし
ているが、この 50％未満の合格率では受入見込数に
は到底到達しない。

〈外食各社の最近の労務管理課題について〉

⚫利益の少ない小規模店の店長の給与をどう捻出してい
くかが課題だ。

⚫夜間シフトの従業員から、入社数カ月以降より日中は
別の事業所でフルタイム社員として働いていたと知ら
され、当社での勤務時間分は割増賃金の対象になると
言って差額分を請求された。

⚫正社員のみに与えられている慶弔休暇や法定以上の年
次有給休暇をパートにも適用すべきか悩んでいる。

⚫初任給を底上げしても他社との差はあまりなく、内定
承諾率は伸びていない。

⚫初任給を引き上げたが、既存の正社員には評価報酬制
度を採用しているため、新入社員が既存正社員の給与
よりも高い現象が生じている。

⚫雇用目標数の半数程度しか充足できていない。離職率
が高いので、パートタイム労働者も対象に含めてエン
ゲージメントサーベイ（仕事に積極的に参画している
度合いを測定する調査）を導入し、人事評価制度も変
えることにした。

⚫全国転勤を避ける求職者が多くなってきたので、地域
限定社員制度を導入した。

⚫従業員採用に 100 万円以上のコストをかけて十数名
を採用したものの、半数近くが１年以内に退職した。
従業員紹介制度であれば、紹介者に報奨金、被採用者
に祝い金１万円の経費で済む。紹介制度を充実させ、
入社後の定着率が上がるように取り組んでいきたい。

⚫定年退職後の再雇用対象者には副業を認めてもよいと
考えているが、過重労働にならないか懸念している。

⚫単発アルバイトの経験者に自社の業務を説明し、直接
雇用を試みている。単発バイトは各種研修の履修状況、
検便の実施状況等を管理することが難しく、ショッピ
ングモールからは従業員の検便提出がないと指摘され
たこともある。
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⚫パートの産後休暇の取得を推進しようと店内にポス
ターを貼って社内告知に取り組んでいるが、なかなか
利用が進まない。

⚫健康診断で二次検査の対象者が死亡したことをきっか
けに、対象者には検査案内だけでなく受診確認まです
るよう、変更することを検討している。

⚫物価上昇を上回る昇給を目指しているが、その原資と
なるメニュー価格転嫁などを顧客がどこまで受け入れ
てくれるだろうか。

⚫今年４月より改正労働安全衛生法が施行され、消毒液
として使われる「次亜塩素酸ナトリウム」や、洗剤に
含まれる「水酸化ナトリウム」「水酸化カリウム」な
どを店舗で扱う際には保護具の着用が義務化された。
その対応としてゴーグル（保護メガネ）を全店に納品
したが、現場の実態とかけ離れた運用だと感じる。

⚫有機溶剤による労災が発生した際、労基署から機器関
係等も含めたリスクアセスメントを提出するよう求め
られ、対応に追われたことがある。

ＪＦトレーナーズ・トレーニングセミナー
７月 12 日　JF センター会議室

参加者 62 名

講師：落合 嘉寛氏
GS ブレインズコンサルティング㈱

経営コンサルティング部マネージャー

　
６月 28 日の清水均氏の講義に続いて落合嘉寛氏を講

師にトレーナーズ・トレーニングセミナー第 2 弾が開
催された。テーマはコミュニケーションを軸とした「マー
ケット縮小時代における人財育成法」で、人財育成以前
にトレーナーが持つべき意識、具体的な人財育成法、定
着率を上げる仕組みなど、基本的な心構えから実践的な
知識まで幅広く学びながら、従業員教育の現場で起こる
さまざまなシーンを想定したグループディスカッション
も行われた。以下は講義の要旨の一部である。

◆時代とともに変わる人財育成法◆
あらゆる原材料の高騰で外食産業も商品の値上げを余

儀なくされているが、価格上昇に対する顧客の目線は厳

しい。顧客にとって価値があり選ばれる店であるために
は、料理や接客の質でその店の魅力を最大限に伝える

「人」の成長が最も重要だ。
マーケットが拡大し出店増が続いていた時代には、即

効性のある「指示・命令・指摘」を重視する教育法が尊
重されたが、マーケットが加速度的に縮小している今の
時代には、変化に対応できる能力を持つトレーナーに育
てなければならない。そのような人財育成には「教育」
から「共育」への意識改革がカギとなる。

◆人財共育の大前提◆
「共育」の大前提となる３要素は “ 良い人間関係づく

り ”、“ 価値観の共有 ”、“ 振り返りのくせづけ ” である。
良い人間関係づくり：人は自分に興味を抱いてくれた

人に対し「私のことを理解しようとしてくれている」と
心を開くものなので、トレーナーは “ 話す ” ことよりも
“ 聞く ” ことに重きを置くことが大切。また、仕事の話
ではなく「日常会話」をより積極的に取り入れると、ト
レーニー（教育を受ける人）の人間性や個性をよりよく
理解できる。

価値観の共有：チーム一丸となって働いてもらうため
には、会社の理念の共有を徹底しなければならない。仕
事上の針路合わせはチームワークや連帯感の醸造に欠か
せない。例えば、お客様からのお褒めの言葉は共有され
やすく、連帯感をさらに強固にし、自然と協力体制が生
まれてゆく。飲食店は他業種と異なり顧客接点の回数が
圧倒的に多いため、こうした好事例が発生しやすく、チー
ムワークづくりの面においては非常に有利な業種であ
る。この環境は積極的に活用していくべきだ。
振り返りのくせづけ：失敗や力不足等に対して振り返る
というと、なぜそうなったのかの理由を明確にすること
に注意が向けられがちが、むしろ大切なのは「どうした
らできるか」という改善策を、あるいは逆に成功時には

落合嘉寛氏

「トレーナーは時代

に合わせて変化・成

長することが重要」
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その要因を、徹底的に追及すること、何が今後の “ 行動 ”
に直結するかを明確にすることだ。また、振り返りの際
には絶対に自分を責めてはならない。人生の一番長い時
間を共にしモチベーションを上げていけるのは、自分自
身しかいない。振り返りをくせづけ（継続）するために
は、ポジティブな意識を持つことが大切である。
これら３要素は「共育」の実践に不可欠の、トレーナー
が意識すべき土台としてあらかじめ共有しておきたい。

◆少数精鋭の店舗運営を可能にする
「当事者意識」の育成◆

できない理由ばかりを挙げてすぐ行動に移せなかった
り、自分ばかりがこんな目に合うといった被害者意識を
持つ人財に、頭を悩ませるトレーナーは少なくない。こ
のような人財はチームの士気を下げ、結果として人財不
足の問題を悪化させかねない。それを防ぐには被害者意
識の人財を当事者意識の人財に変化・成長させていくこ
とだが、ここで先ずトレーナー自身が「何度言ってもで
きない…」「なぜこんな事もできないのか…」等の被害
者意識を抱いていないかを反省しなければならない。被
害者意識の人財を当事者意識の人財に変化成長させてい
くには長い期間を要する。結果が出るまであらゆる方法
を用い、焦らず、絶対にあきらめないという「粘り強
い姿勢」が大切である。無理に変えよう、気付かせよう
とはせず、成功例・失敗例ともに振り返り、次にとるべ
き行動を考えさせることが、当事者の「自主性」を育む
力となる。また、行動に対する明確な目的や理由を当事
者（トレーニー）に伝えることで、当事者は行動の意味
を見出し、勝手にルールを変えたり、途中で止めたりせ
ず、正しい方法で行動を継続できるようになる。ただし
トレーナーはここで安堵してはいけない。トレーナーが
教え伝えたことが全て正確に伝わっているとは限らな
い。トレーナーは教え伝えたことを今一度トレーニーに
問い、それを本人に話させ、理解しているかどうかを確
認しながら、双方の「コミュニケーションギャップ」を
埋めていく必要がある。

また、行動に対する感謝を「ありがとう」という言葉
で伝えることも重要である。それにより、トレーニーは
自身の行動に誤りがなく、誰かのためになっていること
を実感でき、仕事にやりがいを感じ、「当事者意識」を
持つ人財へと成長していける。「お客様のため・働く仲
間のため」という価値観のもとに行動できる「当事者意

識」の人財を１人でも多く育成し、チームの連帯感と協
力体制を強化すれば、「少数精鋭」の店舗運営体制を構
築していくことができる。

近年深刻さを増している人手不足の問題は、業界の重
要課題ではあるが、それが当然のような時代になってし
まった。しかしそのような状況においても、アフターコ
ロナのリベンジ消費や増加するインバウンド消費に対応
すべく、フードサービスの店舗拡大は今後も継続してゆ
くだろう。人手不足の環境下では生産性の向上が急務で
あり、人財の採用・育成には発想の転換が不可欠になる
のではないだろうか。

＜グループディスカッション＞

時代に合った教え方・育て方についての自社事例を
グループで共有する

部下の「考える力」が強化される接し方について話
し合う

自社ならではの共育をどのように工夫するかを話し
合う
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行財政対策特別委員会
７月 24 日　JF センター会議室

椋本充士委員長ほか委員 15 名出席

椋本委員長の開会挨拶後、以下の議題が取り上げられ　
事務局より近況が報告された。

なお 7 月 10 日の労務委員会においても類似の議題がとり
挙げられているので参照していただきたい。

１. 短時間労働者に対する雇用保険・社会保険の適用拡大
７月３日、厚生労働省は「働き方の多様化を踏まえた被

用者保険の適用の在り方に関する懇談会議論の取りまとめ」
を公表した。これは年金部会の事実上の取りまとめといえ
るもので、外食産業に関わる事項について以下の方向性が
示された。
〇短時間労働者の労働時間要件については、雇用保険の適

用拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討する必要
がある。

（注）雇用保険の適用拡大の施行は 2028 年度から開始の
ため、今回の見直しでは週 20 時間の基準が引き下げられ
ることはないと解釈される。

〇賃金要件については、最低賃金の引き上げに伴い、労働
時間要件を満たす場合が増えていることから、こうした
点も踏まえて検討を行う必要がある。

（注）現行の月額 8.8 万円を敢えて引き下げなくても、最
低賃金が上昇しているので、自然に月額8.8万円を満たす、
と厚労省は見ているため、今回の見直しで賃金要件の引
き下げはないと解釈される。

〇学生除外要件については、学生にも適用するとなると実
務が煩雑になる可能性があるなどの観点から、本要件に
ついては現状維持が望ましいとの意見が多く、見直しの
必要性は低いと考えられる。

（注）外食店舗では 20 歳以上の大学生も多く働いており、
学生を適用対象とする見直しが行われるとしたら、外食
産業への影響は大きくなると懸念されたが、今回はその
見直しはないと考えられる。

〇企業規模要件（2024 年 10 月より 50 人超の企業が対象
となる）については、企業の雇い方には中立的な制度を
適用すべきであるとの観点から、現在経過措置である本
要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢
を占めた。

（注）飲食店は個人・中小の飲食店が圧倒的に多いため、
協会としては業界全体への影響を考慮し慎重な議論を求
めていく必要がある。

２．外国人材の戦力化―育成就労制度について―
７月 10 日開催の労務委員会でも取り上げられたように、

６月 14 日には、技能実習制度を廃止して新たに育成就労制
度を創設する関連法案が成立した。

技能実習制度は日本で習得した技術を母国に持ち帰ると
いう国際貢献が建前であったが、現実には低賃金、暴言、
長時間労働の強制などが指摘されていたため、今般の育成
就労制度の創設に至った。人口減少が急激に進行している
我が国においては外国人材の活躍が極めて重要になってく
るが、それにはまず、日本を働く場として選んでもらえる
ことが大前提となる。外食産業としても単なる労働力不足
を補うという観点から脱却して、外国人の待遇向上ととも
に働きやすい職場の整備に取り組むことが重要で、引き続
き協会の各委員会で情報交換の場を設けていく必要がある。

３. 政府の骨太方針および令和 7 年度政策要望について
６月 21 日に「経済財政運営と改革の基本方針 2024 ～賃

上げと投資がけん引する成長型経済の実現～」という、い
わゆる政府の骨太方針が公表された。この中で外食産業に
関連するものは、「外国人材の受入れ」「カスタマーハラス
メントについて法的措置の検討」「働き方に中立な年金制度
の構築等」である。

当委員会ではこの骨太方針も踏まえて、以下の政策要望
を出すことが提案された。

⚫育成就労制度の施行開始時期の前倒し
⚫消費税軽減税率制度の見直し
⚫「社会保険と税の一体改革」の推進
⚫キャッシュレスの進展に伴うクレジットカード手数料率

の引き下げ
⚫電気・ガス料金の軽減措置の継続
⚫ DX（デジタルトランスフォーメーション）・GX（グリー

ントランスフォーメーション）推進への投資優遇措置、
減税措置、助成金拡充

⚫カスハラ対策には法的措置も視野に入れること
⚫交際費課税の損金算入額のさらなる引き上げ
⚫法人市町村民税均等割の見直し
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４. 解約料（キャンセル料）の問題
解約料に関しては直近 10 年間で３万件を超える相談が消

費生活相談窓口に寄せられている。こうしたことから消費
者庁に「解約料の実態に関する研究会」が設置された。現
段階ではどういう方向に議論が進むかは不明のため、今回
の委員会では会員各社のキャンセル料の取り扱いについて
情報交換が行われた。

以上の議題について委員会出席者からの意見を項目別に
まとめると次のようになる。

〈短時間労働者に対する雇用保険・社会保険の適用拡大〉

⚫「年収の壁・支援強化パッケージ」は使い勝手が悪く、
公平性に欠く内容であることが指摘されており、政府は
運用を見直すべきである。

⚫学生は学業に専念すべきであり、社会保険料の対象にす
る必要はない。除外要件から外すのであれば、政府はそ
の説明責任を果たす必要がある。

⚫最低賃金の上昇が続く一方で年収の壁が維持されたまま
なのは問題だ。外食産業ではパートに占める学生の割合
が高いので、学生まで社会保険の適用を逃れるために就
労時間を調整するようになると人手不足に拍車がかかる。

⚫学生が働きやすい環境を提供するためにも社会保険の対
象とすべきではない。

⚫「税と社会保障の一体改革」に時間がかかるのであれば、
当面の間は年収の壁を 200 万円まで引き上げるべきだ。

〈外国人材の戦力化について〉

⚫当社は将来的に海外に出店していく際に、日本で習得し
た技能を母国で発揮してもらうことを期待して技能実習
生を受け入れている。

⚫技能実習制度は監理団体が技能実習生の指導やサポート

を行う役割を担い、受入企業がその費用を支払っている。
しかし、技能実習生の労務問題が発生すると、受入企業
の責任ばかりが問われる。監理団体には改めて十分な生
活サポート等をお願いしたい。

⚫育成就労制度の一番の懸念点は、1 年または 2 年後に転
職できる制度になる予定であること。地方企業は一番手
間のかかる初期教育に時間を取られた挙げ句、給与の高
い都市部に転職されてしまうことを心配している。

⚫特定技能は登録支援機関を利用せずに自社店舗で働く留
学生から採用することもできるため、費用は抑えられる
が、本部の負担は大きくなる。

⚫受入企業が監理団体に支払う費用を技能実習生から徴収
していた事例が社会問題になった。外国人を安価な労働
力としか見ない事業者が、このような問題を生んでいる。

⚫外国人の受け入れにかかる費用を業者に見積もっても
らったところ、技能実習生よりも特定技能のほうが見積
もりの根拠が明確だったので、特定技能の在留資格で採
用する方針にした。

⚫育成就労制度が疑惑を持たれない透明性の高い制度とし
て運用されることを望む。

⚫円安などで日本の賃金の魅力が低下している中、外国人
が日本で労働するきっかけとなる選択肢は広い方がよい。

⚫当社では特定技能（１号）で採用した外国人材が２号へ
移行できるよう全面的にサポートしている。

⚫外国人が支払った分が無駄にならない年金制度にしない
と、外国人採用は広がっていかない。政府は「保険料の
二重負担」を防止するために、加入するべき制度を二国
間で調整する社会保障協定をもっと多くの国と締結して
いくべきだ。

⚫留学生の資格外活動として行うアルバイトは、原則週 28
時間が上限だが、週 36 時間に引き上げてほしい。
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〈政府の骨太方針および令和７年度政策要望について〉

⚫年収の壁の問題を根本的に解決するには、全労働者が少
しでも社会保険料を負担する制度にする必要がある。一
気に制度を変えることができないのであれば、当面の対
応として年収の壁を 200 万円に引き上げてもらいたい。

⚫小売業でも 200 万円への引き上げを要望していくと決定
した業界団体があると聞く。同様の問題を抱える他団体
と連携して一緒に声を上げることが効果的ではないか。

⚫このまま最低賃金が上がり続ければ、年収の壁を引き上
げないと労働力を確保できない。政府は短期的・長期的
視点の両側面からこの問題に取り組む必要がある。

⚫従業員が就労時間を調整する問題への対処法として、社
会保険料の適用対象外事業所の撤廃を要求する業界団体
もでてきた。

⚫年金の制度設計はシンプルで分かりやすいことが肝要で
ある。

⚫これまで一切要求に応じなかったクレジットカード会社
から、初めて手数料率の相談に乗るという連絡があった。
情勢が変わったのかもしれない。

⚫クレジットカード決済は現金化に２か月もかかることが
あり、資金繰りに影響を及ぼしている。

協会創立 50 周年記念事業
第二回特別委員会
7 月 30 日　ＪＦセンター会議室

近藤正樹委員長ほか委員９名出席

6 月 28 日の第一回委員会に続き以下の議題が取り上
げられた。

１．10 月 30 日創立 50 周年記念式典・講演会・パーティー
☆業界メッセージの発信
☆農林水産大臣感謝状の交付申請

顕著な功績のあった業界人を讃えて農林水産大臣から
感謝状を受けるために、交付申請を行う。

☆会員企業表彰

長らく業界に貢献してきた協会会員（20 年以上在籍
し、受賞歴のない正会員・賛助会員）には企業表彰と
記念品を授与する。

☆海外来賓
協会設立時より交流を続けている全米レストラン協会

（NRA）など海外からも来賓を招待する。
２．その他の記念事業 
☆「協会 50 年のあゆみ」の作成

日本経済の高度成長とともに、飲食業から国民の食生
活に欠かせない産業へと発展してきた外食産業、およ
び協会が創立以来取り組んできた出来事を記録した

「協会 50 年のあゆみ」を作成し、式典参加者に配布
する。

☆外食産業イメージビデオ、ホームページの刷新
☆ JF 綱領「われわれの誓い」の見直し

〈解約料問題（キャンセル料）について〉

⚫キャンセル料の請求要件に関する規約を用意していない
ので、社内のルール作りから整備していかなければなら
ない。

⚫電話や Web で注文した商品を 2 時間以上経過しても受
け取りに現れないと、食中毒発生の問題が生じる。

⚫インターネットで便利に予約できるようになったせいか、
予約キャンセルに対して心理的ハードルが低くなってい
るのではないか。

⚫どの時点で契約が成立したかの認識を予約者と受け手が
共有しなければならない。予約後の人数変更はありがち
なので、事前決済を要求するのは難しい。

⚫予約の窓口を一本化することで対応を統一することがで
きる。

⚫キャンセル予防の取り組みとして、予約日が近づいたら
リマインドメールを送信するようにしている。Web 上で
クレジットカード番号を事前に登録しないと予約できな
い店もある。

⚫実際にキャンセル料を頂くかは別にして、予約を受ける
際にキャンセルポリシーをアナウンスする方針を検討し
ている。

以上の意見交換後、年収の壁の問題については抜本的な
社会保障制度改革を政府に求めていくこととされた。
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協会活動報告
記念事業の実施についてこれまでに委員から出された

意見は次のとおり。

＜業界メッセージの発信について＞

・第三者発行の紙誌に協会広報活動の広告を出してはど
うか。

・業界全体が盛り上がり、イメージアップにつながる
メッセージを考える。ホームページ等に掲載して継続
的な情報発信にもつなげる。

＜「協会 50 年のあゆみ」の作成について＞

・協会（JF）の過去を振り返る資料は、ＪＦ設立当時を
知らない次世代の経営者や未加盟社にも参考になるよ
うなものにしてほしい。

・当社では記念誌を作成して会社が取り組んできた事
を短いエピソードにまとめて紹介している。インタ
ビューや座談会を入れても面白いと思う。

・当社では創業者の言葉を記録し、それを社員に伝えて
いくことを現場教育の根幹にしている。

・ 50 年を振り返るだけでなく、その先の未来への提言
を盛り込む余地はないだろうか。

・当社では会社の沿革を記録し、それを基に映像を編集
して社員に視聴してもらった。その映像はホームペー
ジに掲載していつでも視聴できるようにしている。

＜外食産業イメージビデオ、ホームページの刷新＞

・ホームページはＪＦの取り組みや活動内容が伝わりや
すい構成にリニューアルすべきだ。スマートフォンで
の閲覧者が多数いることを想定し、レスポンシブな対
応（端末の画面サイズや解像度に応じた表示の最適化）
も必要だ。

・視聴者が外食産業で働きたいと思えるように、若い世
代に向けてインフルエンサーやアニメなどを活用して
みてはどうか。外食を楽しんでいる様子が伝わるイン

タビューなども盛り込む。
・作成したイメージビデオを YouTube で発信するのも

よいと思う。
・インバウンドのお客様や外国籍の従業員が増えている

ので、外食産業が多様性のある社会と調和し共生して
いることを訴えてもよい。

・たとえば農業生産者などが外食の価値を語るシーンを
ビデオに盛り込み、外食産業が非常に多くの産業を支
える業界であることが伝わると、社員のモチベーショ
ン向上にもつながる。

・従業員が会社を支える大切なパートナーであることも
発信していくべきだ。店舗への取材を行うとよいので
はないか。

＜ＪＦ綱領「われわれの誓い」の見直しについて＞
・誰に向けてわれわれの綱領を伝えたいのかを明確にす

ることで、メッセージ性が強化される。
・将来の外食産業を担う若者も意識した内容にする。
・ホームページを刷新するタイミングで、新たな綱領を

トップページに配置する。
・シンプルかつ分かりやすいメッセージは心に響き、記

憶に残りやすい。
・「綱領」をどのように位置づけ、どのような形で発信

するのか考える。業界全体にどこまで受け入れられる
か吟味することも必要だ。

＜会員社従業員の表彰について＞

・表彰される従業員は『企業の価値観に準じて目標を達
成した者』、『革新的な取り組みから良い成績や結果を
生み出した者』に絞るべきではないか。

・価値観の多様性、国際性、サプライヤーとの関係性な
ど、今後の取り組みを推進していくべき分野で先進的
な結果を残した従業員も表彰してはどうか。

・推薦書は「接客技術 No.1」「永年勤続」など表彰者
の推薦理由を一言で表現できるような様式にする。

・営業部門の成績優秀者だけでなく、その他諸分野で活
躍している従業員にも光が当たるように、募集案内に
はなるべく多くの推薦理由を例示するべき。

・数十年にわたって業界に貢献してきたアルバイトも表
彰の対象にする。

・表彰対象者の募集締切日と表彰式の日程は期間を置か
ないようにする。来年 1 月に募集を開始し、3 月に締
め切り、5 月の総会に合わせて表彰式を実施するスケ
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広報調査委員会
８月２日　JF センター会議室

久志本京子委員長・委員 32 名出席

今回の広報調査委員会では、まず協会創立 50 周年を
契機に見直しが検討されている JF 綱領について、オブ
ザーバーとして参加された農林水産省大臣官房報道官の
小峰賢哉（こみね たかや）氏および㈱コトバのクリエー
ティブディレクター・コピーライターで関西大学社会学
部教授の山本高史（やまもと たかし）氏を交え、活発
な意見交換が行われた。

山本氏からは冒頭の挨拶で次のような主旨のアドバイ
スを頂いた。

「現在の綱領は 15 年経っている。当然、社会のあり方、
時代の論点も変わった。もしかすると、人間の求めるも
のも変わっているかもしれない。お客様に食の喜び、外
食の楽しさを提供するという本質的な価値は、それほど
大きな変化はないにしても、それを現代的な提供の仕
方、どのような伝え方をするかというのは、大きな変更

点として考えられるのではないか。いくつかの論点の中
で、１つ大きなことは、やはりコロナというものがある。
事業経営においても大きなピンチだったが、消費者も 2
年の間、選択肢がなく当たり前のように家に閉じこもっ
て食事をすることになり、外食というもののありがたさ、
楽しさ、 嬉しさを再認識させられた。

新綱領では各社の強いところ、強化したいところを前
に出してエッジを立てていくことだが、その前提として
社員や関係者が動きやすさ、分かりやすさを共有できる
必要がある。できるだけわかりやすい形、世間の人たち
に興味を持っていただける形で提案できるかを、一つの
課題として考えたい。また、その文言を一番目にする従
業員の方々、働く方々が、『自分たちが素晴らしい、世
の中の人に喜んでもらえる仕事をやっている。そのため
にこのようなことを考えよう、このように動こう』とイ
メージできることが重要だ。」

出席委員からは次のような意見・要望が出された。

時代変化への対応
・サステナビリティやダイバーシティ、ワークライフバ

ジュールが望ましい。
・地方会員など表彰式への出席が叶わない人について

は、全国各地のブロック協議会で表彰してはどうか。

これらの意見を記念事業に反映させ、ＪＦ新綱領の草
案について議論するため、９月 10 日に第三回委員会を
開催する予定である。

広報調査委員会では、オブザーバーの農林水産省大臣官房の小峰賢哉報道官および日本を代表するクリエーティブディレクター・

コピーライターの山本高史関西大学教授を交えて、ジェフ綱領の見直しについて活発な議論が交わされた。
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協会活動報告
ランスといった近年重視されている考え方を、どんな
年代の人でも自然に納得できる形で入れてほしい。

・近年、カスタマーハラスメントで辛い思いをすること
もあるので、必ずしも「お客様は神様」ではないこと
を盛り込みたい。

・「食の外部化」「女性の社会進出」「単身世帯の増加」「65
歳以上人口の増加」「健康、安全志向」「余暇利用」な
ど、現綱領の策定時に出始めていた言葉が、今や日常
的に使われている。今の時代に合った言葉遣いにして
いきたい。

誰が誰に対して発するメッセージなのか
・誰に向けてのメッセージなのか。業界全体へのものな

のか、そこで働く従業員なのか、参加企業に対してな
のか。この点をはっきりさせると、飲食が働く場所と
して選ばれるきっかけにもなる。

・「誰が主語か」については、マルチステークホルダー（複
数の利害関係者）の中でも特に従業員とお客様、もっ
と言えば従業員が最も先に来ると思うが、新綱領では
どの要素を重要視するかを考えねばならない。

・この綱領が、会員企業のミッションなのか、それとも
ジェフとしてのミッションなのかが明確になれば、よ
りわかりやすいものとなる。現綱領は残念ながら会員
企業にはあまり知られていないので、綱領の運用の在
り方も問われる。

・現綱領は地域社会の重要性を謳っている。一つの店舗
が地域の主役となり、地域の取引先などにどう貢献し
ていくかも大きな要素になる。

・全米レストラン協会（NRA）のショーを見てきたが、
業界の発展に貢献し業界の企業各社を支援するという
目的がとてもはっきりしていた。ジェフのロゴマーク
の外側の輪はチェーンを表しているそうだが、業界と
しての立ち位置を出していく上で、NRA にも見習う
点は多いのではないか。

綱領全般について
・現綱領は日本人でさえも内容を理解し切れていない部

分が多々あり、初めて聞いたという人も多い。外国人
も含めて誰にでも理解できる表現にしたい。

・たとえば環境問題について SDGs に沿って範囲を広
げていっても良い。誰が見ても、どんな業種、どんな
年代の人にも浸透する、分かりやすい言葉や文章であ

ることを望む。
・やはり業界のイメージアップに繋がるものでなければ

ならない。現行の VTR も 18 年前のものであり時代
感が出ているので、刷新しながら若者に向けたものに
したい。

従業員 /お客様への言及について
・現綱領には従業員に関する言及がない。
・店舗で働く従業員をはじめ、生産者など外食産業に関

わる全ての人に響くことが大事だ。今の深刻な人手不
足状況もからめた動画にしたい。

・ SNS などを通じて子供たちが動画を見た時に、将来
外食産業で働きたいと思ってもらえるようなメッセー
ジが伝わるものがよい。

・綱領はまず現場にいるスタッフに実感してほしい。そ
のためには最大公約数ではない、エッジの利いた、心
に突き刺さるような言葉がほしい。

・お客様に外食することの喜び、楽しさ、幸せを感じて
もらうことは大切なことなので、綱領に含めてほしい。

文化としての食について
・食は衣・住とともに人間にとって不可欠なものだが、

そこからもう一歩進み、単なる食ではない食文化観と
いうものが伝えられる綱領になれば素晴らしい。

・ 2013 年末に日本の食文化「和食」がユネスコの無形
文化遺産に登録された。日本食文化の普及という点で
も、「日本の外食を世界の日本食文化へ」という文言
がはいれば面白い。

以上の意見が出た後、山本氏の以下の主旨の“まとめ”
で綱領見直しの議論は終了した。

「いくつかの論点を明らかにしていただいたが、各社の
用意しているミッションや理念などと抵触しないように
しなければならない。『ここではこんなことを言ってい
るけど、こっちではこんなことを言っている』となるの
は非常にまずい。一つの解決策として、『上位概念』と
なるものを設けることも考えられる。元々 JF がなんの
ためにある団体なのかというところから深掘りして考察
していかねばならない。

業界のイメージアップを考える時、まずそこで働く人
たちにとって楽しい仕事、やりがいのある仕事なのだと
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いう事が、すなわち業界のイメージアップとなる。そし
てお客さまにも外食がなくてはならない価値であること
を実感していただけること、それがイメージアップであ
ると考える。そのあたりを整理して、後日皆さんに提示
したい。」

その後、委員会は次の議題に移った。（7 月役員会・理
事会、労務委員会、行財政対策特別委員会の各報告を参
照されたい。）

◼創立 50 周年社員表彰
◼カスタマーハラスメントへの対応
◼解約料（無断キャンセル）問題

委員から出た意見および現状報告を項目別に整理する
と次のようになる。
カスタマーハラスメントについて 

・お客様の意見や土下座の強要など度が過ぎる要求への
対応には、社内マニュアルがあるので、政府からの基
本方針が出たからといって新たに何かしようという動
きはない。対外的に指針を出すかは他社の動きを見な
がら今後考えていきたい

・悪質なクレームはやはりあり、特に若手社員が嫌に
なって退職することもある。カスハラに対する自社の
方針を店頭やホームページに掲示して抑止効果を図る
など、悪質なクレームを突っぱねることができる体制
の構築を考えなければならない。

・一次対応をするのは店舗従業員なので、個人が不必要
に攻撃されることがないよう、全店舗で名札の着用を
廃止した。今は名札を付けているのは責任者・店長だ
けだ。

・労働組合からもカスハラ対策をしてくれと言われてい
る。マニュアルは作っているが、アルバイトの対応が
悪くカスハラ化させてしまう事例も多い。現場にはま
ず研修等で問題発生時の初期対応をしっかり教えて、
大きなクレームにさせないようにしている。

・ ANA と JAL が対処方針を共同でまとめたように、
外食業界として全体感のある動きがあると、各社対応
が取りやすくなり、離職の防止などに繋がるのではな
いか。

・線引きが難しいので、社内ではカスハラという言葉を
使わず、お客様からのご意見、ご指摘という形でまと

めている。従業員が働きやすく安全に過ごせる環境に
するため、社内でコンプライアンス委員会を立ち上げ、
ガイドラインの整備をしている。

・カスハラという言葉が世の中に広まった影響か、お客
様側が、これ以上言うとカスハラになると心理的なブ
レーキを働かす面も見受けられる。ただ、そこに甘え
過ぎると、本来店舗がやるべきことをやらなくなって
しまうので、バランスが難しい。

・親会社ではお客様相談窓口の電話には AI 機能が付い
ており、会話の内容から AI がカスハラだと判断する
とアラートを出すそうだ。こうしたシステムの導入も
一つの手段かと思う。

・店舗で店長やアルバイトが個人攻撃された時に、すぐ
に相談できる体制が大事だと考え、お客様相談室の部
署に従業員相談窓口を併設した。

解約料（無断キャンセル）問題について

・宿泊業ではキャンセルポリシーがあり、何日前からの
キャンセルには何％のキャンセル料が発生するなどと
明記されている。飲食業にも何かしらの指標はあった
方がいいと思う。

・高価格帯の店舗ではキャンセルポリシーを設けている
ところもあるが、必ずしも遵守しているわけではない。
先日、インバウンド客十数人の予約があったが、連絡
もなしにキャンセルされた。海外客の中には連絡先が
定かでない場合もあり、どこまで追いかけるべきか対
応が難しい。

・コロナ前からインバウンド客の無断キャンセルがあ
り、インバウンドの急増に悩んでいた。数年前からコ
ンタクトレス決済システムを導入し、海外の人には予
約時にメニューを決めてもらい、クレジットカードで
決済している。これだと来店がなくても食事代は引き
落とせるので、キャンセルされても料金は頂ける。国
内客にもホームページでキャンセルポリシーを明示
し、前日までの連絡はキャンセル料なしだが、当日の
連絡と無断キャンセルは 100％の料金を頂くことを掲
示している。ただし、急病など止むをえない理由もあ
る場合の約束事項も入れると良いかと思う。

社内報の配信について

・スマホでも見られる WEB 社内報を導入したが、ダ
ウンロード率は３年でようやく全社員の 10% 程度で、
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協会活動報告
討している。

・豚肉も為替の影響もあり毎月乱高下しているので、仕
入価格を決めても６カ月後のメニュー投入時にはコス
トが大きく変わってしまう場合が多い。1 ～ 2 カ月で
メニューに投入できるよう商品開発部とメニューの工
夫に取り組んでいる。

・牛肉は中堅パッカーとの取り引きにシフトし、交渉力
を発揮できるようにしている。

・輸入牛肉と北海道産牛肉の価格差も縮小してきて、銘
柄牛も部位によっては余り気味なものもあるので、国
産牛の活用も検討している。

続いて物流の 2024 年問題への対応について、各委員
より次のような状況が報告された。
・店舗への置配や無人納品、検品の廃止、配送回数の見

直し、休配日の設定等々、納品規格を変更している。
・物量と金額の可視化による運賃の最適化、および

CO2 削減も含めた物流の効率化を進めている。
・特に緊急対応便の運賃が高くなっており、欠品が起こ

らないように店舗とのコミュニケーションを密にして

いる。
・店舗からの発注の自動化・平準化の研究を進めている。
・ドライバーの高齢化もあって物流品質の劣化も感じて

おり、鮮魚等は市場から店舗への直送も増やしている。
・災害対応も含め、店舗在庫を 2.5 日分に増やし、スペー

スや設備の整備に努めている。
・大部分の食材の物流は業務用ベンダーに外注している

が、クリーニングやおしぼり、築地の珍味屋等の配送
は高齢化や廃業等で難しくなっており、特に離れた所
へは運べないという話しが増えている。

・当社の請負っている物流では、地方への共配の依頼が
増えている。

・北海道では配送車や配送方法の温度帯対応について、
いろいろと実験して効率化を図っている。

・物流の平準化を進め、発注は販売数量と理論在庫に基
づき本部が全てを行い、売り上げの増減による物量の
変化に対応して物流ルートも変更している。

・売り上げの回復に伴って物量が相当増え、誤配もかな
り増えているため、容器・包材や消耗品等の配送は委
託を検討している。

【参考】米国牛の需給予測
出所：独立行政法人農畜産業振興機構 (ALIC) 『畜産の情報』
2024 年 5 月号「米国農畜産業の展望～ 2024 年農業需給観測会議から～」
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市場動向調査市場動向調査 ６月 度・７月度

全店データ／前年比 売上高 店舗数 客　数 客単価
全　　体

ファーストフード 合　計
洋　風
和　風
麺　類
持ち帰り米飯／回転寿司
その他

ファミリーレストラン 合　計
洋　風
和　風
中　華
焼き肉

パブ／居酒屋 合　計
パブ・ビアホール
居酒屋

ディナーレストラン 合　計
喫　茶 合　計
その他 合　計

全店データ／前年同月比 売上高 店舗数 客　数 客単価
全　　体

ファーストフード 合　計
洋　風
和　風
麺　類
持ち帰り米飯／回転寿司
その他

ファミリーレストラン 合　計
洋　風
和　風
中　華
焼き肉

パブ／居酒屋 合　計
パブ・ビアホール
居酒屋

ディナーレストラン 合　計
喫　茶 合　計
その他 合　計

【遅い梅雨入りで客数は増えたが、物価高騰が実質消費を抑制】 前年より土曜、日曜がそれぞれ１日多く、また梅雨前
線の停滞で全国的に梅雨入りが遅く、雨天日が少なかったことにより、街の人出が増え、訪日外国人客の需要も変わら
ず堅調で、外食全体の売上は前年比 112.4％となった。だが終わりの見えない物価高騰の中で、値頃感のある商品へ移
行する消費者が増え、実質消費支出は減少傾向にある。

６月の業態・業種別外食動向調査

【土・日が１日ずつ少なく売上の伸びは鈍化したが、対前年比はプラスを堅持】   7 月は前年より土・日が１日ずつ少なく、
昨年同様の記録的な猛暑で一部で外出を控える傾向も見られたが、首都圏では夕立に見舞われたターミナル駅の店舗で
は雨宿り需要もみられ、26 日開幕のパリ五輪では一部業態の持ち帰り需要が伸びた。円安による訪日外国人需要も引
き続き売り上げを押し上げ、継続する物価高騰に対応した値ごろ感のある商品への支持も続いている。総じて外食は堅
調を維持し、全体売上は前年比 104.3％となった。				  

７月の業態・業種別外食動向調査
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112.4% 99.7% 106.1% 105.9%
111.9% 100.3% 105.4% 106.1%
110.7% 100.8% 104.2% 106.3%
112.2% 101.9% 106.0% 105.8%
114.6% 99.6% 105.8% 108.4%
105.5% 98.3% 101.8% 103.6%
127.8% 99.7% 119.3% 107.2%
114.7% 99.1% 108.9% 105.3%
114.0% 97.4% 107.9% 105.7%
116.6% 100.4% 109.8% 106.1%
113.9% 102.2% 109.8% 103.8%
114.9% 100.4% 113.7% 101.1%
106.8% 97.5% 104.3% 102.3%
108.0% 99.2% 104.0% 103.9%
106.1% 97.0% 104.5% 101.5%
111.2% 98.7% 108.5% 102.5%
109.8% 99.2% 103.2% 106.4%
108.1% 101.8% 105.4% 102.5%

104.3% 99.6% 100.7% 103.6%
104.2% 100.4% 100.6% 103.6%
100.9% 100.8% 98.9% 101.9%
111.2% 102.1% 104.6% 106.3%
109.2% 99.6% 99.3% 110.0%
100.0% 98.8% 98.4% 101.6%
103.0% 100.0% 99.4% 103.7%
104.2% 98.0% 99.9% 104.3%
103.3% 95.7% 98.5% 104.9%
107.0% 101.1% 102.6% 104.3%
108.8% 102.3% 103.6% 105.0%

98.5% 97.4% 96.5% 102.1%
103.4% 98.7% 101.3% 102.0%
103.3% 99.0% 99.6% 103.7%
103.5% 98.7% 102.5% 101.0%
102.8% 98.5% 102.3% 100.5%
108.6% 99.4% 103.9% 104.5%
103.1% 101.0% 99.9% 103.3%



◦講　師　　清水 均 氏（株式会社プロジェクト・ドゥ ホスピタリティマネージメント研究所 代表取締役）
◦日　程　　基礎編：９月 11 日（水）10:00 ～ 17:30　　発展編：11 月８日（金）10:00 ～ 17:30
◦会　場　　ＪＦセンター会議室
◦対象者　　店長・店長候補、エリアマネージャー、スーパーバイザー、トレーナー、本部スタッフ 等
◦受講料　　10,000 円（１名様、税込）
◦準備資料等

基礎編　テキスト「フードサービス攻めのマネジメント」2200 円 ( 税込 )、自社の経営理念、卓上電卓、名刺
発展編　テキスト「飲食店攻めの計数問題集」2354 円 ( 税込 )

◦申込締切　基礎編 ９月３日（火）／ 発展編 10 月 31 日（木）
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外食産業店舗マネジメント研修
基礎編・発展編

 ～店長次第で「売上高は２割、店舗貢献利益は３割変わる」～

本講座では、店長とマネージャーが体系的にマネジメント知識やコミュニケーションスキル、計数管理の手法を身につ
け、予算達成のためのベスト案を模索でき、自立自律型の（自分で考え・自主的に行動する）店長になることを目指し
ます。

「基礎編」では、ベースになる店舗マネジメントの基礎を以下の切り口から学習し、実務に生かして店舗の生産性向上
に資することが目標です。

① 計数は客観的な言葉 ② 計数は組織活動の共通用語 ③ 計数は努力目標を明示する
④ 計数は行動の指針を示す ⑤ 計数は行動の結果を表す

「発展編」では、多店舗管理を前提に、各種売上分析やエリアマネージャーとしての予算管理の重要ポイントを実践的
に学びます。自社のマネジメントシステムの確認や再構築にも役立つ講座です。

店長の店舗運営マネジメント発展編
＜多店舗管理と店長育成＞
Ⅰ．期間別実践マネジメント 年間・月間編
　　①実践・年間予算作成と店内組織作りのポイント
　　②年間 52 週マネジメントによる実践と月間予算管理
　　③人件費の実践計数管理　応用編
Ⅱ．期間別実践マネジメント週間・日間編
　　①年間 52 週マネジメントによる実践とデイリー管理
　　②人件費管理の基本は正確な売上高予想
　　③自店の現状計数の分析による問題発見とその実践対応

《実践》攻めのマネジメントワークショップ
（グループワーク： 曜日時間帯別売上分析と実践活用）

①自店への応用手法
②基礎データ収集のポイント
③計数分析による自店の立地特性と各月の特性把握

Ⅲ．メニューミックスと荒利益（粗利益）管理
　メニューミックスで変わる荒利益

①メニューミックスとは
②業態開発とメニューミックスの重要性
③標準原価率と荒利益シミュレーション
④メニュー開発と荒利益ミックス戦略
⑤店舗段階の荒利益改善戦術の具体的手法

店長の店舗運営マネジメント基礎編
Ⅰ．フードサービス業５つのビジネス特性

①立地産業	 　　 ②先行投資型
②収容力の固定化　④時期時間的制約
⑤労働集約型と生産性アップ

Ⅱ．現場で実績を出す「実践 ABC 分析」
① ABC 分析からメニューマトリクス分析へ
②個客を増やす・原価を下げる・荒利益を増やす
③教育・トレーニングに応用し生産性を上げる

Ⅲ．店長に必要な３つの信頼とオーナーシップ
①店長の５C( 店長職務とリーダーシップ )
②店長の果たすべき役割と職務

《実践》攻めのマネジメントワークショップ（グループワーク）
①個性・特性を活かす「店長攻めのマネジメント実践法」
②店長のリーダーシップ度セルフチェック
③ホスピタリティコーチングと人材育成

Ⅳ．フードサービス業の計数管理をマクロにとらえる 
①損益分岐点
②損益分岐点の応用と実践
③原価と人件費の実践計数管理：基礎と応用 

基礎編（9 月 11 日） 発展編（11 月 8 日）
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新入社員フォローアップ研修 イ
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フ
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４月に入社した新入社員の皆さんに、改めてフードサービスの社会的役割や外食産業従事者のやりがいなどを

再確認していただく研修です。外食需要の回復とともに人手不足はさらに深刻化し、店舗スタッフの負担が増

えている現在ですが、同期と交流を図り、一緒に働く意義について考えていただきたいと思います。

◆ 講　師	 力石寛夫氏（トーマスアンドチカライシ㈱代表取締役）

		  松澤宏至氏（㈱ノーヴァス＆ホスピタリティカンパニー代表取締役）

◆ 日　時	 10 月４日（金）10：00 ～ 17：00

◆ 会　場	 ＪＦセンター会議室

◆ 対象者	 原則として 2024 年度 新入社員

◆ 受講料	 １人 8,000 円（税込、昼食代は含まず）

◆ 定　員	 80 名

◆ 申込締切	 令和６年９月 26 日（木）（定員になり次第、締め切ります）

午　　前 午　　後

■オリエンテーション

■外食産業からホスピタリティ産業へ

■外食を勉強すると広がる可能性について

■働き甲斐を感じられる環境作りの重要性

■オリエンテーション

飲食業で働く人間としての自信と誇りを持つ

① QSC・オペレーションの大切さを再確認する

②半年間の自分を振り返り、新たな目標を明確にする

■飲食業の本質理解

■スタンダード習得の振り返り

■「働く」視点切り替え・自己理解 

■「マイルール」設定　

■仕事の進め方　他

講師　力 石　寛 夫　氏

　
早稲田大学、米国ポールスミス大学ホテル・レストラ

ン経営学部卒業後、米国にてマネジメントトレーニング
を受け、帰国後の 1972 年トーマス アンド チカライシ
㈱を設立し、ホテル・外食・レジャー企業に対するコン
サルティング活動を行う｡

1988 年、教育訓練専門会社ホテル アンド レストラン 
インスティテュート㈱（現社名：トーマスアンドチカラ
イシ㈱）を設立し、人材育成に力を注ぐ｡

講師　松 澤　宏 至　氏

大学生時代のアルバイトをきっかけにレストランビジ
ネスを志し、ロイヤル㈱に就職。 同社の主力を担うファ
ミリーレストランチェーン「ロイヤルホスト」の店長・
支配人・地区長・教育企画責任者を歴任。

2006 年、フードビジネスコンサルタントとして独立。
「ホスピタリティ」をキーワードに、共感を呼ぶ「商品
づくり」、「店づくり」、「人づくり」が出来る「自立型人
財」の育成とサービス業を対象としたコンサルティング
型・コーチング、業態開発コンサルティングの両輪で活
動している。
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新規会員

賛助会員     株式会社 ウィルオブ・ワーク 
代表取締役 社長	  村上 秀夫
本社 	  東京都新宿区新宿 3-1-24 

京王新宿三丁目ビル 3 階
TEL 	  03-5312-6311
FAX 	  03-3356-4590
URL 	  https://willof-work.co.jp/
業務内容 	  人材紹介・派遣事業、外国人就労支援

事業、業務委託事業

＜我が社のプロフィール＞　
当社は日本企業と、ホスピタリティ溢れる外国人との架

け橋として外食業界に特化した外国人雇用支援サービス

「JapanWork」を事業展開しております。

外食業界における人材不足の深刻さは増しており、人材

採用は難しい状況が続いています。当社はこの厳しい現実

に立ち向かう日本企業様に、多様な在留資格の外国人人材

をご紹介します。豊富な紹介・支援実績があり、採用活動

から在留資格申請、入社手続き、入社後のフォローアップ

に至るまで、ワンストップで外国人雇用のフルサポートを

行います。

賛助会員     株式会社 ApplyNow 
代表取締役 社長	  葛原 昭
本社 	  東京都渋谷区渋谷 1-17-2 

TOKYU REIT 渋谷宮下公園ビル 12F
TEL 	  03-5466-3456
FAX 	  06-6262-3555
URL 	  https://applynow.co.jp/
業務内容 	  Web 面接プラットフォーム、その他  

クラウド型サービスの開発・提供

＜我が社のプロフィール＞　

当社は、東証一部上場企業「株式会社きちりホールディ

ングス」の子会社として、2010年に設立されました。私

たちは、テクノロジーの力で採用に関する課題を解決し、

社会に変革をもたらすことを目指しています。

当 社 の 主 力 サ ー ビ ス で あ る「Interview Cloud」は、

BPaaS 型の面接プラットフォームで、最短面接を実現する

ことでバイト採用率を飛躍的に向上させることが可能で

す。求人応募者と全国に点在するプロの面接官をマッチング

することで、企業の選考業務を大幅に効率化します。

今から日程の確保をお願いいたします

協会創立 50 周年記念式典のご案内協会創立 50 周年記念式典のご案内
　
協会は昭和 49年 10 月に設立され、本年で創立
50周年という大きな節目を迎えます。
　次なる世代に向けて外食産業の新たな飛躍を期
すために、会員の皆様方のご出席のもと、下記の
とおり協会創立 50 周年記念式典等を開催いたし
たいと思っております。

　詳細は追ってご案内しますが、今からの日程の
確保をよろしくお願い申し上げます。

▪日時	 令和６年 10 月 30 日（水）

記念式典	  １４：３０～１５：３０

記念講演会	  １６：００～１７：３０

記念パーティー １８：００～２０：００

（開始時間等の変更がある場合があります）

▪場所　オークラ東京プレステージタワー

　　　    「平安の間」

	 東京都港区虎ノ門 2-10-4

J F フードサービスパートナーズ商談会 2024

「JF フードサービスパートナーズ商談会」は外食産業
と外食関連産業の商談交流の場です。1993 年に開始
し今年で 26 回目を迎え、JF 正会員をはじめ外食企
業関係者の皆さまに広く認知され、毎年多くのバイ
ヤーや購買担当者にご来場いただいております。

フードサービスのパートナーである商品・サービス
販売の皆様とのマッチングを通して、相互に発展し
ていく機会となれば幸いです。

入場料は無料です。ぜひご来場下さい。

☆日時	 令和６年１１月２０日（水）

	 １０：００～１７：００

☆場所	 新宿住友ビル 三角広場（2,600㎡）

	 東京都新宿区西新宿 2 丁目 6 番 1 号

☆予定小間数	 ２００小間

　（因みに昨年は 181 社 ･ 団体が 194 小間に出展）

　
協賛	 株式会社ジェフグルメカード
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表紙デザイン・イラスト
ＴＡＲＯＷＯＲＫＳ

令和6年9月6日発行通巻496号（毎月1回発行）

巻頭言 在任２年間を振り返って

特集　2024 年度第一回 JF ブロック協議会 外食産業経営セミナー
講演　久志本京子新会長

JF TOPICS（協会活動報告）
常任役員会（7月3日）

労務委員会（7月10日）

トレーナーズ・トレーニングセミナー（落合講師）（7月12日）

行財政対策特別委員会（7月24日）　

協会創立50周年記念事業第2回特別委員会（7月30日）

広報調査委員会（8月2日）

食材調達・開発等委員会（8月21日）

市場動向　６月度・７月度

インフォメーション
外食産業店舗マネジメント研修　基礎編（９月11日）・発展編（11月８日）

新入社員フォローアップ研修（10月4日）

新規会員　株式会社 ApplyNow／株式会社ウィルオブ・ワーク

目次

われわれの誓い
食とホスピタリティを通し、お客様とともに喜びを分かち合うこと、
それがわれわれの原点です。

1. お客様に満足していただけるよう、ホスピタリティの向上に努めます。

2. お客様に安心していただけるよう、安全で健康的な食の提供に努めます。

3. 食と農の連携により、潤いのある食生活への貢献と内外に向けた日本の食文化  

 の普及に努めます。

4. 地球温暖化の防止など、環境問題への積極的な取り組みに努めます。

5. 社会の一員として、雇用の創造と地域社会の発展に努めます。
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